
４江総経第２９０８号 

令 和 ５ 年 ３ 月 ２ 日   

江東区総務部経理課 

工事受注者の皆様へ 
 

賃金等の変動に対する工事請負契約書第２６条第６項（インフレスライド条項）の

運用について 

 

 国は、令和４年３月から適用してきた労務単価（以下「旧労務単価」という。）より上昇

した「令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価」（以下「新労務単価」という。）を

決定、公表しました。 

 さらに、国は、適正な賃金水準の確保を促し、技能労働者の処遇改善を図る環境整備のた

め、新労務単価の早期活用やスライド条項の適切な運用等について、各地方自治体に対し 

要請しています。 

 江東区ではこの要請を踏まえ、一定の既契約工事についても新労務単価に対応し、令和５

年３月１日が工期内にある工事を対象に、インフレスライド条項（工事請負契約書第２６条

第６項）を国の運用（「賃金等の変動に対する工事請負契約書第２５条第６項の運用につい

て」（平成２６年１月３０日付国地契第５７号他））に準じて運用することとしました。 

 また、令和５年２月２８日以前に契約を締結した工事のうち、令和５年３月 1 日において

工期の始期が到来していないものについても、インフレスライド条項の内容を準用すること

を決定しましたので、あわせてお知らせいたします。 

なお、請求にあたっては、工事主管部署と十分な協議をお願いします。 

 受注者の皆様におかれましては、この取組の趣旨をご理解いただき、契約金額が変更され

た場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者へ

の賃金水準の引上げ及び法定福利費相当額（事業者負担分及び労働者負担分）を適切に含ん

だ額での下請契約とされるよう、より一層の対応をお願いします。 

 

※ 必要に応じて、上記下請契約等の対応をした旨を証明する書類の提出を求めることが

あります。 
【問合せ先】 
江東区総務部経理課契約係 
電話：03-3647-9037（直通） 



様式１ 
 

令和  年  月  日 
 
江東区契約担当者 殿 
 

                     所在地 

                 請負者 名 称 

                     代表者               印 
 

工事請負契約書第２６条第６項の規定による契約金額の変更 （請求） 
 
     年  月  日付けで契約締結した下記の工事については、賃金水準等の変動

により契約金額が不適当となったため、工事請負契約書第２６条第６項の規定により契約

金額の変更を請求します。 
 
                   記 
 
１ 工 事 件 名 
  （契約番号）    （  －       －  ） 
２ 契 約 金 額    ￥   
３ 契  約  日        年  月  日 
４ 工     期        年  月  日から令和  年  月  日まで 
５ 工 事 場 所 
６ 希 望 基 準 日    令和  年  月  日 
７ 変更請求概算額    ￥ 
８ 概算変動前残工事金額 ￥ 

   （概算変動前残工事金額とは、契約金額から希望基準日における既済部分に相応す

る契約金額を控除した額） 
 
 ※希望基準日は、この請求を提出する日から起算して１４日以内とする。 
 ※別紙「概算スライド額調書」（様式２）を添付する。 
※変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によっては、変更

となることがある。 
※工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合に

は、その旨を確認するための資料を添付する。 



様式２ 
概算スライド額調書 

工 事 件 名 
（契約番号） 

 
（  －       －  ） 

契 約 金 額                   円（税込み） 

予 定 価 格                   円（税込み） 

落  札  率                ．  ％ 

契  約  日           年  月  日 

工     期   年  月  日から令和  年  月  日まで 

希 望 基 準 日       令和  年  月  日 

出  来  高                ．  ％ 
出来高額 
（既済部分に相応する契約金額） 

                   
円（税抜き） 

変動前残工事金額 
（Ｐ１） 

                   
                  円（税抜き） 

変動後残工事金額 
（Ｐ２） 

                   
                  円（税抜き） 

 
 スライド額（Ｓ）＝  Ｐ２  ―  Ｐ１  ― （  Ｐ１ ×１／１００） 
         ＝      ―      ― （     ×１／１００） 
         ＝             ― 
         ＝ 
    
  Ｐ１ ：変動前残工事金額 
     （契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額） 
  Ｐ２ ：変動後残工事金額 
     （変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額） 
 
 スライド額（税込み） ＝ （Ｓ） × （１＋消費税及び地方消費税の税率） 
  
 ※ 出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とす

る。ただし、精査の結果によっては、これらを変更することがある。 
 ※ 落札率は、入札経過調書等を参考に、小数点以下１位まで記入する。 
 ※ 監督員と相談の上、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資

料を添付する。 


